
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、全世帯の未就学児に係る均等割保険税について、その５割を軽減するもの。

子どもに係る国民健康保険税の均等割額の減額措置について

均等割額の減額措置の対象者や軽減割合等

１ 対象者
全世帯の未就学児（小学校就学前）

２ 減額措置
未就学児に係る均等割保険税について、5割を軽減する

３ 軽減に係る国・地方の負担割合
国：1/2、県：1/4、市：1/4

４ 施行時期
令和4年4月1日

減額イメージ（子ども１人の場合）年税額 29,100円

軽減割合による軽減額
１ 7割軽減の場合 ３ 2割軽減の場合

20,370円+4,365円＝24,735円 5,820円+11,640円＝17,460円
２ 5割軽減の場合 ４ 軽減なしの場合

14,550円+7,275円＝21,825円 14,550円
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総額約920万円の影響を見込む

軽減 7割 5割 2割 軽減なし 合計
人数 257 217 105 364 943
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